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東 京 消 防 庁 

東 京 都 水 道 局 

 

東京消防庁と東京都水道局が「排水栓」の取扱い等に係る覚書を締結 

 

 東京都に多く存在している木造住宅密集地域では、震災時において、消防隊に

よる消火活動に加え、地域住民による初期消火体制の強化が求められています。 

そこで、水道の維持管理上必要な施設として私道等に設置されており、消火栓

と同様の構造を持つ排水栓を消火活動に活用するため、東京消防庁と東京都水道

局との間で、排水栓の取扱い等に関する覚書を下記のとおり締結いたします。 

 このことにより、木造住宅密集地域に多く存在する、消防車両が接近できない

狭隘道路などにおいて、地域住民が初期消火に活用できる消火用水源がこれまで

以上に確保されることとなります。 

記 

 

 (1) 日時 

   平成２４年６月７日（木）１１時３０分から 

 (2) 場所 

   東京都庁第二本庁舎１４階 １４Ａ会議室 

 (3) 締結者 

ア 東京消防庁消防総監  北村 吉男（きたむら よしお） 

イ 東京都水道局長    増子 敦（ますこ あつし） 

＜取材について＞ 

 (1) 取材受付は、締結式開始３０分前から会議室前で行います。  

 (2) 写真・動画等の撮影は、係員の指示に従ってください。 

 (3) スペースの関係で、議事進行に支障が出る場合は、取材を制限させてい

ただく事もございます。 

 (4)  取材を希望される方は、６月６日(水)１７時までに下記問い合わせ先に

ご連絡ください。 

(5) 都庁記者クラブにも同時に発表しております。 

 

問い合わせ先： 

東京消防庁広報課報道係 

03-3212‐2111 (内線)2345～2350 

東京都水道局給水部管理課 鈴木、伊藤 

03-5320-6461(ダイヤルイン) 



   

（参考）排水栓の概要 
 

排水栓は、水道局が、水質保全等を目的として行う排水作業のために配水管に設置している水栓です。（別添参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書について 

 

東京消防庁は、地域防災力の向上を図るため、排水栓を活用した訓練を積極的に実施し、初期消火体制の強化を図っていきます。 

東京都水道局は、初期消火に利用可能な排水栓の設置を進めていきます。 

  

迅速な初期消火活動等の充実を図るため、特別区内の排水栓を消火用水源として活用することを目的とし、覚書を締結いたします。 

３ 覚書概要 

３ 今後の予定 

１ 覚書締結の目的 

別紙 

 

 (１) 排水栓の使用 

ア 消防機関    消防活動及び訓練演習に使用することができます。 

イ 防災市民組織等 消防機関の指揮のもと、訓練演習及び消火に使用することができます。 

(２) 費用負担 

ア 東京消防庁  消防機関や防災市民組織等が排水栓を使用したことによる水道代、故障させた場合に係る補償費を負担します。 

イ 東京都水道局 設置費、維持管理費を負担します。 

２ 覚書の概要 



 別添  

 

１ 概要 

  排水栓は、公設消火栓と同様の構造を有しており、一般的に、私道等狭隘道

路に布設された配水管の末端部に多く設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別区内の設置箇所数 

区名 箇所数 区名 箇所数 

千代田区 ０ 新宿区 ４ 

中央区 １ 中野区 ６ 

港 区 ３ 杉並区 １３ 

文京区 １８ 品川区 ２３ 

台東区 ５ 大田区 ２４ 

豊島区 ４８ 目黒区 ２９ 

墨田区 １５ 世田谷区 ９３ 

江東区 ９ 渋谷区 １８ 

江戸川区 １１ 北 区 ５ 

荒川区 ５ 板橋区 １０ 

足立区 ２２ 練馬区 ３１ 

葛飾区 １３ 合 計 ４０６ 
 

【排水栓の設置状況】 
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